
手順 内容

・区の説明者（管理職）は、委員から事前
　に寄せられた質問を中心に説明（回答）
　する。

・委員は、「施策評価表検討シート」の評
　価項目に基づき、評価に関連する追加質
　問等を行う。

・委員は、暫定評価（5 4 3 2 1）を変更
　する場合は、「施策評価表検討シート」
　に変更内容を記入する。

・事務局は各委員の検討ートを回収し集約
　する。

・部会長は、集約された評価のうち、一番
　多い評価のものを部会の結果として発表
　する。（評価が分かれた場合は、部会長
　の判断による。）

施策評価結果の妥当性評価（第三者評価）の流れ

説明
（約10分）

質疑応答
（約20分）

検討シート集約
・

評価結果発表

（約５分）

別紙６


